
　　　ジョイント・ベンチャーとコンソーシアムの

　　　　　　　　　　　連結をめぐって

　　　　ーイギリスとベルギーの対応を手がかりにしてー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　斉　藤　昭　雄

　1.序

　ローマ条約第54条第３項に基づく1983年６月11日のＥＣ理事会第７号指

令（以下「ＥＣ第7号指令」と略称する）は，その第32条において次のよう

に規定している。

　　「加盟国は，連結に含まれるある企業が，連結に含まれない１つ以上の

企業とともに，ある別の企業を経営している(diriger)時，この企業が，連

結に含まれる当該企業によってその資本に対して保有されている権利に比

例して，連結財務諸表1）に含められる，ということを認めるか要求するこ

とができる。」

　これは，共同支配下にある企業に対する，いわゆる比例連結を規定した

ものである。

　そして，ＥＣ第７号指令の第12条では，水平的企業グループの連結につ

いて，次のように言っている。

「加盟国は，国内法に従属するあらゆる企業に対して，……次の場合に，
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連結財務諸表と連結営業報告書(Rapport consolidede gestion)を作成する義

務を課すことができる。

　ａ．第１条の第１項ないし第２項で考えられている関係2)ではない企業

　　　ならびにその他の１つ以上の企業が，この企業と結ばれた契約ない

　　　しこれらの企業の定款条項のゆえに，単一の指揮のもとにおかれて

　　　いる。あるいは，

　ｂ．第１条の第１項ないし第２項で考えられている関係にはない企業，

　　　ならびにその他の１つ以上の企業の，執行，指揮ないし監督機関が，

　　　当該期間中から連結財務諸表の作成時まで，職能上同一の人物によ

　　　って過半数を占められている。｣

　これらのＥＣ第７号指令を承けて，イギリスでは，前者に関してジョイ

ント・べンチャーを対象にした規定を明文化し，後者に関しては，べルギ

ーが，コンソーシアムを対象にして積極的な取り組みを見せている。しか

し，ジョイント・べンチャーとコンソーシアムとの間にはそれほど明確な

境界があるようには思えない面があることと，さらには，ヨーロッパで

は，1985年７月25日ＥＣ理事会の規則第2137/85号の適用による｢経済的

利害グループ(Groupement d･interet6conomique)3)｣という形態が存在していて，
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その辺のいわばボーダーライン的な事業形態の連結問題も既に取りざださ

れていることなどを考慮して，われわれは，さしあたりジョイント・ベン

チャーとコンソーシアムとを，同一の土俵で検討してみることにした。

　わが国では，昨年改定された連結財務諸表原則において，比例連結の導

入を見送ったが，次節で取り上げるイギリスの例をみても分かるように，

確かに比例連結には困難な概念上の問題を含んでいる。そして，水平的結

合企業の連結を制度化した国は，べルギー以外には今のところほとんどな

い4）という状況が示しているように，これにもまた多くの困難な問題が含

まれている。

　しかしながら，解決すべき困難な問題を指しながらも，ＥＣ第７号指令

への対応という形で試みられた両国の制度化の取り組みは，単に連結会計

制度の国際的な調和の点からのみならず，多様化しつつある企業結合の，

単純な親子関係以外の形態に対する連結の問題を原理的に考察する上で，

格好の手がかりを提供している。本稿は，そいう意識に基づく筆者の研究

ノート的なささやかな論考である。

　2.ジョイント・べンチャーに対するイギリスの対応

　連結の対象となる事業体5）が，基本的に実質的な「支配」によって規定

される点は，イギリスの場合も，もちろん例外をなすわけではない。その

　「支配」のレべルとそれに対応する会計方法について類型化してみれば，

イギリスの場合次のようになる6）。
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支　配　の　程　度　　　　　　会　　計　　方　　法

支配的影響を含む単独の支配

共　　　同　　　支　　　配

重要な影響(支配していない)

全　　　部　　　連　　　結

通常は持分法(一部比例連結)

持　　　　　分　　　　　法

単独の支配の場合の全部連結と，重要な影響が認められる場合の持分法の

適用に関しては，現在の国際的な大勢であって，特に説明を必要とはしな

いように思える。しかるに，共同支配に関するイギリスの対応は，イギリ

ス独特のものであって，われわれの強い関心をひいている。ここで対象と

なるのは，通常ジョイント・べンチャーと言われるものである。

　ところで，1985年会社法7）は，「ジョイント・べンチャー」を定義して

いないけれども，その附則４Ａは，「連結に含まれるある事業体が，連結

に含まれない１つ以上の事業体とともに，別の事業体を経営している場

合」に，その別の事業体を「ジョイント・べンチャー」と規定している。

すなわち，グループに属するある事業体が，グループ外の事業体とともに，

ある別の事業体を共同経営している場合に，その事業体がジョイント・ベ

ンチャーと考えられている。したがって，「ジョイント・べンチャーの際

立った特徴は，そのベンチャーに対する当事者たちが共同して支配しその

事業体に影響を及ぼすということであるに違いない8）。」

　ここで，２つ以上の当事者が，同時に，ある事業体に対して，支配的な

影響(Dominant influence)を及ぼしうるかと言えば，論理的には，ただ１つ

の「支配的」影響しか存在しないと考えざるを得ない。そこで財務報告基

準（以下「ＦＲＳ」と略称する）第２号は，「２つ以上の事業体が，ある子事
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業体の親事業体として識別される場合，それらの親事業体のうちの１つだ

けが（本基準の）パラグラフ６に定義されているような支配9）を待ちう

る1o）」としたうえで，そのような非現実的な解釈を避けるために，次のよ

うな３つの要素を考慮に入れるべきことを示唆している11）。

　ａ　準子事業体(quasi sｕbsidiary）12）の存在(para.64)

　b　親事業体の権利に対する長期的な厳しい制約の存在(para. 65)

　ｃ　公式・非公式を問わず，ジョイント・べンチャー協定の存在(paras｡

　　　66 & 67)

　準子事業体の存在を認める「ａ」の解決策は，ジョイント・べンチャー

に対して，通常の子事業体の連結に準ずる扱いをしようとするものであっ

て，複数の親事業体を認めることを意味する。子事業体に準ずるというこ

とは，当然の帰結として，全部連結が適用されることになる。その結果，

ジョイント・べンチャーの資産・負債が重複していくつかの連結財務諸表

に計上される虞があって，それは妥当な解決策とは言えないのではないか。

そういった重複を避けるためには，複数の親事業体の存在を認めたうえで，

比例連結を取り入れるしかない。

　　「ｂ」は，複数の親事業体の存在を認めたうえで，親事業体の支配権の
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行使が単独ではできないことを，「長期的な厳しい制約」に基づく連結除

外に当たると判断するものである。その結果，ジョイント・べンチャーは，

持分法の適用を受けることになる。

　　「ｃ」については, FRS 2自身が次のように述べている。

　「会社法の基準(tests)が，２つ以上の事業体を１つの子事業体の親とし

て識別する場合，それは共有した支配(shared control)をしていて，それゆ

えに子事業体へのそれらの持分は，事実上ジョイント・べンチャーヘの持

分であるから，それに応じた取扱いをすべきであるように見える。もうひ

とつの方法は，会社法のもとで，親事業体として識別される２つ以上の事

業体が，その子事業体に対して，支配はしていないが重要な影響を行使し

ていると考えることができるので，その子事業体を連結に含めるよりは，

関連事業体と同じ方法で処理することがより適切であろう13）。」そのよう

に推論をしたうえで, FRS 2は，ジョイント・べンチャーに対しては，

結局のところ関連事業体としての取扱いをすることが妥当であるとの結論

に達した。したがって，ジョイント・べンチャーは, FRS 2『子事業体

の会計』の対象外となり，会計基準書弟１号（以下「SSAP 1」と略称す

る）『関連事業体の会計』の中で考えられることになる。

　改訂以前のSSAP 1によれば，「関連会社(associated company）とは，

投資企業集団(investing group)または投資会社(investing company)の子会社

ではないが，その会社への投資が次のいずれかに該当する会社をいう。

　（ａ）　投資企業集団または投資会社の持分が，事実上，合弁事業（joint ven-

　　ture)や国際合弁事業(consortium)のパートナーとしての持分であり，

　　被投資会社に重要な影響力を行使できる地位にあること。または，

　（b）投資企業集団または投資会社の持分所有が長期的かつ相当額にのぼ

　　り，残る株式の分布状況からみて，投資企業集団または投資会社が投

　　資先に重要な影響力を行使できる地位にあること14）。」
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　つまりイギリスにおいては，本稿で取り上げているジョイント・べンチ

ャーやコンソーシアムは，関連会社の典型と見られていて，いずれも原則

として持分法の適用を受けるものと考えられていたのである。

　しかるに，会社法は，1989年に「ジョイント・べンチャー」というター

ムを初めて取り入れた15）だけでなく，法人でも子事業体でもないジョイ

ント・べンチャーに対して，比例連結法を適用することを認めることとな

った。 ＡＳＢが予想していなかった新たな事態の出現である。これは，イ

ギリスにおいて初めて比例連結法が実際に取り入れられたという点でも，

画期的なことである。

　このような事態を承けて, ASBは，上記の関連会社の規定のうち（ａ）を

削除し，会社法が関連会社とジョイント・ベンチャーに対して異なる対応

をすることになったことを反映させた16）。

　法人組織である場合，通常はパートナーたる親事業体が，当該ジョイン

ト・べンチャーの資産と負債のどの部分を単独で支配しているかは定かで
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はなく，むしろ投資会社は，被投資会社の営業と財務の方針に対して，全

体として支配を分担している(shares conntrol)か重要な影響力を持っている

かである17）。したがって「混然一体となっている合弁会社の資産，負債等

を一律に持分比率で按分して連結財務諸表に計上することは不適切である

との指摘がなされる18）」こともやむを得ないし，「支配されている項目と

共同支配されている項目とを結合させることが不適切であると主張19）」さ

れ，あるいは「ジョイント・べンチャーは……共同支配よりもむしろ重要

な影響を有しているにすぎないと考え19）」られて，持分法の適用が妥当で

あると考えられることもまたやむをえない。

　それに反して，法人組織になっていない場合には，当該共同事業体たる

ジョイント・べンチャーに対してはおそらく，資産と負債に対して直接的

な持分が明らかになろう。そのことが，イギリス的な対応の根拠になって

いるように思える2o）。

　しかしながら，会社法のこの新たな対応については，イギリス国内でも

強い疑念が表明された。特に会計基準委員会（ＡＳＣ）は，公開草案第50

号において，「共同事業「」oint activities)は，その事業へのパートナー(part-

ners)の失敗から潜在的に生ずる虞れのある偶発債務を注記によって明ら

かにしつつ，費用，資産および負債の自らの持分にしたがって，パートナ

(venturers)の個別財務諸表において直接計上されるべきである」と提言

している21）。法人化されない「共同事業」の場合には，むしろパートナー
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会社の個別財務諸表レベルの問題ではないかという疑問が出るのは当然で

ある。その意味では，法人と非法人という区分によって適用すべき会計方

法を変えようとしたことが，問題ではなかったのか。それよりは，法人・

非法人を問わず，「パートナー(Venturers)が，そのジョイント・べンチャ

ーの利益，リスクおよび義務を，共通に分かち合う」か石油，ガスあるい

は鉱物掘削業に見られるように22）「各パートナーが，そのベンチャーの利

益，リスクおよび義務に対して自分白身の個別的な持分を持っている」か

によって23），持分法を適用する（前者の場合）か，比例連結法を用いるべき

　（後者の場合）かを判断すべきではないだろうか。

　3.コンソーシアムをめぐるベルギーの対応

　べルギーの一般的な企業にとっての，連結に関する義務の主たる源泉

は，1990年３月６日付国王令24）である。この国王令は，ＥＣ第７号指令

の規定をベルギーの法律に移し替えることを目的としたものであり，いま

や商事会社のみならず，持株会社にも適用されるものとなっている。その

国王令の第２条は，支配を「当該企業の取締役ないし業務執行者の過半数

の指名，あるいは当該企業の経営方針に対して決定的な影響を及ぼす，法

律上ないし事実上の力」と定義している。そのうえで，その支配力の存在

に基づいて，独占的な支配をしている子会社は全部連結の対象とし，共通

子会社は比例連結によって組人れるものとしている。また資本参加してい

て，その経営方針に対して著しい影響(une influencenotable)を及ぼしてい

る関連会社に対しては，持分法を適用するものとしている。さらに同一の

自然人ないし法人によって単一の指揮の下におかれている水平的企業グル
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－プを「コンソーシアム」と規定して（詳細にっいては後述），その場合に

も連結財務諸表25）の作成を義務づけている。イギリスの場合と同様に図

式化してみれば，次のようになる。

　　　　　支　配　の　程　度　　　　　　会　　計　　方　　法

独　　占　　的　　支　　配［=S〉全　　　部　　　連　　　結

共　　　同　　　支　　　配［=S〉比　　　例　　　連　　　結

著　　し　　い　　影　　響　ゆ　持　　　　　分　　　　　法

単一の指揮（親子関係なし）　φ　（基本的に）全　部　連　結

　共同支配に対して一律に比例連結を適用しているだけではなく，水平的

結合企業に対して，連結財務諸表の作成を義務づけている点で，他にほと

んど例を見ないほどの積極的な対応を図っていることが分かる。共同支配

をめぐる比例連結に関しても，イギリスの場合とは異なった対応をしてい

る26）ので，議論すべきことはあるが，それについては改めて検討するこ

とにして，ここでは水平的企業グループの連結に関するベルギーの対応に

的を絞ってみたいと思う。

　まずもって明らかにしておかなければならないことは，べルギーの連結

会計上問題にされている水平的企業グループは，「コンソーシアム」とい



う概念で理解されている点である。しからばその「コンソーシアム」とは

どういうものであろうか。国王令弟４条は「次の場合にコンソーシアムが

存在する」として，以下のように続けている。「企業の会計と年次財務諸

表に関する1975年７月17日付法律の第１条第１項，第２項と第３項の対象

となるベルギー法の企業27）と，同じ条文の対象となったベルギー法ない

し外国法の，その他の複数の企業-それらは互いに子会社でなく，べル

ギー法ないし外国法の同一の商事会社ないし商的形態の会社の子会社でも

ないｰが，単一の指揮のもとにおかれているとき。」（国王命第４条第１

項。）

　このようなタイプのグループの連結のために，ベルギー政府によって用

いられた推論は，次のようなものであった28）。

　「垂直的な構造の会社のグループの大部分において，支配は，親会社の

水準に集中している。その場合には，連結の義務が，当然この親会社に課

せられる。ただし，いくつかの会社グループにおいては，全体の支配は，

会計法の意味で企業を構成せず，したがってそれには連結の義務が課せら

れないところの，１ないし複数の自然人ないし法人によって保有されてい

る。さらに，その間に何らの親子関係が存在しない企業が，合併するより

もむしろ契約によって，共通の指揮のもとに置かれることを決定すること

がある。」そう分析したうえで，べルギー政府は，「会社が単一の指揮のも

とに置かれていたら，その事実を無視することができず，したがってそれ

を連結の範囲に含める」ことを決定した。

　ところで叙上の国王命第４条の定義には，「コンソーシアム」の鍵を握

る２つの概念があることが指摘されている29）。すなわち「親子関係の欠如」

と「単一の指揮」である。しかし，われわれの見るところでは，（自然人に

－252（47）－



せよ法人にせょ）単一の指揮を行っているものが，財務諸表の作成義務の

対象外になっているということもまた，「コンソーシアム」の連結という

ことを考える上では，欠かせない要素である。

　そのことと「親子関係の欠如」については，改めて議論すべきことはな

いように思えるが，問題は「単一の指揮」である。その点について国王令

は，「次の場合に，企業は単一の指揮のもとにあるとみなされる」として

以下の３つのケースを指摘している3o）。

　（1）それらの企業の単一の指揮が，それらの企業と結んだ契約ないしそ

　　　れらの企業の定款の規定から結果する場合。

　（2）企業の管理機関の過半数が，同一人物によって構成されている場合。

　（3）（反証がないかぎりにおいてであるが）株式，持分(parts)あるいは社員

　　　権(droits d'associes)の過半数が，（政府を除く）同一の人物によって

　　　保有されている場合。

　このうち，コンソーシアムの形成について最もしばしば用いられる仮説

を構成するのは，２番目のケースであると言われている31）。例えば次のよ

うな場合に, A, B, Cの３社はコンソーシアムを形成すると考えられる32）。
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　しかしながら，この基準は，容易に逸脱しうる虞があることも否定しえ

ない。なぜなら，管理者の構成メンバーの数を増やしたり，一時的に，権

限の低い管理者のレべルで管理機関の構成を変えることいったことが可能

だからである33）。

　なお，第（3）の推定は「べルギー（特にフランドル地方）では普通に起こっ

ていることであり，そこでは，真の保有構造ないし親会社という法的構成

を取らずに，しばしば家族(family members)が，いくつか異なった会社の

持分(shares)を保有している34）」という。そういった現実的状況が，「コン

ソーシアム」へのベルギーの積極的な取り組みとなって反映しているとい

うことも，見逃せない事実である。

　いずれにせよ，国王令適用の初年度である1991年において，15のグルー

プが「コンソーシアム」としての連結財務諸表を作成したと報告されてい

る35）。ここではその事実を紹介するにとどめ，その分析については，いず

れ稿を改めて検討してみたいと思う。

　かくしてベルギーにおいては，水平的企業グループの連結についても，

制度的に根づき始めていると言える。

　4.結　　び

　国際会計基準（以下「エAS」）31号は「比例連結が，共同支配の事業体

に対するジョイント・べンチャー共同支配企業の持分の実質と経済的実態，

すなわち，将来の経済的便益のうちジョイント・べンチャー共同支配企業
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の持分を支配しているということをよりよく反映するため，持分法の採用

を奨励していない36）。」その観点からすれば，イギリスは，「I AS31号

……の最も好まれない選択(least preferredoption)に従っている37）」のかもし

れないし，逆にベルギーは，全面的にエＡＳを尊重していると言えるのか

もしれない。しかしながら，非法人のジョイント・べンチャーに対する比

例連結の適用という対応を図ったイギリスの場合にしろ，ジョイント・ベ

ンチャーのみならず経済的利害グループまで視野に入れて比例連結に踏み

切ったベルギーの場合も，いずれの場合にも問題があることは否定できな

い。それは，１つには，経験不足によるものであり，また理論的な整備の

不十分さのゆえではないかと思う。

　一方, IASは，統一的な指揮の下にある独立した企業のグループによ

る連結財務諸表の作成は要求していない。もちろん, IAS27号の一般原

則に従うことも，できなくはないのであろうが，ほとんどの国が水平的企

業グループに対する要求をしていない現状においては, IASCとしては，

率先して制度化を図ろうとするわけにはいかないであろう38）。したがって，

ＥＣ第７号指令のオプションを用いて制度化を図らなかったイギリスの場

合，それはそれで当然のことであろう。むしろ一歩先んじて制度化を試み

たベルギーの姿勢こそが，注目に値するところである。

　ここで，ジョイント・ベンチャーとコンソーシアムの連結について，わ

が国も含めてそれぞれの姿勢を要約してみれば，次のようになる（次頁）。

　一見して明らかなように，取扱い方は多様である。もしも，国際的な調

和が，現在暗黙の了解になっているように，「統一化」として理解される

としたら，こういう領域においても，前途は多難であるように見える。特

に，水平的企業グループの連結のように，文字通り（未開拓の分野39）」に
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ついては，統一化を考える前にまずもってさらなる議論の発展と経験とが

必要であろう。

　理論的には，共同支配の連結と会計主体診との関わりや，親子関係にな

い単一の支配下にあるグループの連結についてはその作成目的40）などが，

とりわけ問題となるところである。そしてまた，後者の連結には，本来の

連結と同列に並べて議論できるものなのか，はたまた「結合」や「合算」

といった類いのことなのか，という根本問題も残されている。さらに両者

に共通する問題として，計算技術的な側面がある。それらについては，引

き続き検討を加えていきたいと考えている。

　（本稿は，成城大学教員特別研究助成による研究成果の一部である。）
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